
介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業 重要事項説明書 

1. 事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 野津原地域包括支援センター 

所 在 地 大分県大分市大字野津原字久保１５０５番地 1 

管 理 者 の 氏 名 川本 浩史 

電 話 番 号  097-586-4020 

F A X 番 号  097-586-4008 

事 業 所 指 定 番 号  4400100147 

サービスを提供する地域 野津原圏域（野津原中学校区） 

 
2.事業所の職員体制及び業務内容 

職     種 員  数 

管理者（兼）社会福祉士 1 名 

保 健 師 等 1 名 

社会福祉士（兼）介護支援専門員 1 名 

 
3.営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日～土曜日 

営 業 時 間  午前 8 時 30 分から午後６時まで 

営 業 を し な い 日  

 

日曜・年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日） 

上記時間以外、及び日曜の対応は 097-586-4020 へご連絡ください。代表電話

からも転送されます。 

 
4.事業の目的及び運営方針 

事業の目的 利用者が尊厳を保持し、可能な限り居宅においてその有する能力

に応じ、自立した日常生活を営むため、また、要支援状態の軽減

もしくは悪化を防止するために必要な介護予防サービスが適切に

利用できるよう、利用者の選択に基づいて介護予防サービス計

画・介護予防ケアマネジメント（以下「サービス計画」という。）

を作成するとともに、サービス等の提供が確保されるようサービ

ス提供事業者と連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

運 営 方 針 （1） 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を 

 営むことができるように支援します。 

（2） 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利

用者の選択に基づき、適切な介護サービス及び保健医療サー

ビスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供される

よう支援します。 

（3） 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人

格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され

る介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サ

ービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立におこ

ないます。 

（4） 市町村、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事

業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービ

スを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に

努めます。 

 
5.利用者の申込みからサービス提供までの流れ 

利用申し込みの受付・契約 

 

認定申請または介護予防・生活支援サービス事業対象者手続きの実施 

 

サービス計画案の作成 

 

サービス提供事業者との連絡調整 

 

サービス計画原案の説明・同意・交付 

 

サービス提供の開始 

 

モニタリング（利用者及び事業者との連絡調整） 

 

評価 

 

終了 介護認定または介護予防・生活支援 

サービス事業対象者手続きの更新 

 ※サービス計画の作成にあたっては、利用者から担当職員に対して、複数のサ

ービス提供事業者等の紹介を求めることや、サービス計画原案に位置付けたサー

ビス提供事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 

 
6.要支援認定の申請等に係る援助 

利用者の意向に基づき、要支援認定等に係る申請に対して必要な支援を行いま

す。 

 
7.利用料金および利用者負担 

サービス計画等の作成（ケアマネジメント業務）については、介護保険制度か

ら全額給付されるので自己負担はありません。 

但し、介護保険料の滞納があった場合は、厚生労働大臣が定める基準による金

額を自己負担していただく場合があります。 

 
8．緊急時、事故発生時の対応 

 利用者の身体状況が急変、あるいは事故が発生した場合、その他必要な場合に



は、速やかに主治医、利用者の家族、必要時には市町村などへの連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じます。 

 
９.秘密の保持（個人情報保護） 

（１）事業所は、サービスを提供する上で知りえた利用者及びその家族に関する

個人情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。なお、この守秘義務は契約

終了後も有効です。また、事業所職員が職員でなくなった後においても、同様

です。 

 （２）事業所は、利用者またはその家族から予め文書で同意を得ない限り、サ

ービス担当者会議等において、利用者及び家族に関する個人情報を使用しませ

ん。 

 
10.人権擁護、高齢者虐待防止について 

（１）高齢者虐待を防止するため、研修を通じて、従業員の人権意識の向上や知

識、技術の習得に努めます。 

（２）従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従

業員が利用者や家族の権利擁護に取り組める環境整備に努めます。 

（３）人権擁護・高齢者虐待防止に関する責任者 

 野津原地域包括支援センター センター長 川本 浩史 

 
11.相談、サービス内容に関する苦情、虐待等対応窓口 

サービスに関する相談や苦情等については下記の窓口にて対応いたします。 

野津原地域包括支援センター 

（電話）097－５８６－４０２０ 

（FAX）097－５８６－４００８ 

（苦情受付担当者） 管理者  川本 浩史 

 
なお、下記の公的機関においても苦情申出等ができます。 

大分市役所 

長寿福祉課 

所在地  大分市荷揚町 2 番 31 号 

電 話  097-534-6111 

大分県 

国民健康保険団体連合会 

所在地  大分市大手町 2 丁目 3-12-5F 

電 話  097-534-8470 

大分県社会福祉協議会 
所在地 大分市大津町２－１－４１ 

電 話  097-558-0300 

 


